
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

   

 

 

 

 

   

   

 

              

日 時  平成２９年４月２１日（金） 

                    １４時～ 

               会 場  ふじみ野市大井総合支所２階 

                    ｢ゆめぽると｣ 

 

 

 

第1回第１０採択地区教科用図書採択協議会 

  

不特定多数の方が閲覧できるため、資料に記載されている個人名については削除してありま

す。ご覧になりたい方は、事務局まで直接お越しいただきますようお願い申し上げます。 
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次   第  

 

１ 開  会    

 

 

２ あいさつ ふじみ野市教育委員会教育長 

 

 

３ 第10採択地区教科用図書採択協議会委員名簿について 

 

 

４ 協 議 

 

 (1)  協議１ 第10採択地区教科用図書採択協議会要綱について 

 

（2） 協議２ 第10採択地区教科用図書採択協議会正副会長の選出について 

 

 (3)  協議３ 第10採択地区教科用図書採択協議会の公開・非公開について 

  

 (4)  協議４ 第10採択地区専門員・事務担当者の委嘱について 

 

 (5)  協議５ 平成29年度第10採択地区教科用図書採択協議会予算について 

 

 (6)  協議６ 今後の教科用図書採択に関わる日程について  

 

(7)  協議７ 教科用図書の選定の方法について 

 

 (8)  協議８ 学校における研究結果の聴取について 

 

 (9)  協議９ 保護者等の意見・感想等の聴取について 

 

(10) その他 

 

５ 諸 連 絡 

 

 

６ 閉  会   
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第１０採択地区教科用図書採択協議会委員名簿 

採択協議会委員 

富士見市 教育長 山口  武士 
教育長 

職務代理者 
小野寺 巧 

坂戸市 教育長 安齊  敏雄  
教育長 

職務代理者 
小川  一信  

鶴ヶ島市 教育長 浅子  藤郎  
教育長 

職務代理者 
石澤  良浩  

ふじみ野市 教育長 朝倉  孝 
教育長 

職務代理者 
冨田  信太郎 

三芳町 教育長 古川  慶子 
教育長 

職務代理者 
松本  薫  

毛呂山町 教育長 粟田  博 
教育長 

職務代理者 
村本  洋  

越生町 教育長 吉澤  勝  
教育長 

職務代理者 
浅見  登  

 

事務担当者 

富士見市   

坂戸市   

鶴ヶ島市   

ふじみ野市   

三芳町   

毛呂山町   

越生町   

 



協議１ 
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第１０採択地区教科用図書採択協議会要綱（案） 

 

 （協議会の趣旨） 

第１条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182 

号）第１３条及び埼玉県教科用図書採択地区の設定（平成25年教委告示第41号）に 

基づき、第１０採択地区内の地域である富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、 

三芳町、毛呂山町及び越生町（以下「第１０採択地区」という。）の教科用図書採 

択について必要な事項を定めるものとする。 

 （協議会の設置） 

第２条 第１０採択地区に第１０採択地区教科用図書採択協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

 （協議会の所掌事務） 

第３条 協議会の所掌事務は、第１０採択地区内の市町立小・中学校において使用す 

る教科用図書の採択について協議するものとする。 

 （協議会の事務局） 

第４条 協議会の事務局は、第１０採択地区内教育委員会事務局内に置く。 

 （協議会の構成） 

第５条 協議会は、委員１４人をもって組織し、採択地区内の教育長及び教育委員会 

委員の代表１名を委員として構成する。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を 
代理する。 
（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 
２ 会議は、採択地区内の全ての教育委員会が参加し、かつ委員の過半数が出席しな

ければ、これを開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 
ろによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又

 は意見を求めることができる。  

５ 協議会に事務担当者を置き、会長が委嘱する。 

 （専門員） 

第８条 協議会に、教科用図書の調査研究を行う専門員を置く。 

２ 専門員は、採択地区内の学校の校長、教頭、主幹教諭又は教諭のうちから充てる

ものとし、教科ごと（ただし、書写、道徳を加える。）に４名以上１０名以下（う

ち、校長又は教頭１名を含む。）とする。 

３ 専門員は、協議会で協議の上、会長が委嘱する。 

４ 専門員の選任に当たっては、適任者を得られるよう努めるとともに、公正を期す

るものとする。 
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５ 専門員は、県教育委員会から示された教科用図書選定のための資料等に基づき調 

査研究し、研究結果を協議会に報告する。 

 （学校における研究結果の聴取） 

第９条 協議会は、採択地区教育委員会教育長を経て、校長からその学校における教 

科用図書研究の結果についての報告を求めるものとする。 

 （保護者等の意見・感想等の聴取） 

第１０条 協議会は、採択地区教育委員会教育長を経て、教科書展示会における保護 

者等の教科用図書に対する意見・感想等を求めるものとする。 

 （協議会の公開） 

第１１条 協議会は、公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議 

決したときは、非公開とすることができる。 

（選定方法） 

第１２条 教科用図書の選定は、第８条第５項の報告及び埼玉県教育委員会が作成し 

た選定資料並びに、第９条及び第１０条の報告等を参酌し、協議会の会議において 

協議し、委員全員の一致によって決する。 

２ 前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目についてそれぞれ選

定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過半数の投票を得た教科用図書を選定

する。 

３ 前項の場合において、過半数の投票を得た教科用図書がないときは、最多数の投

票を得た２種類の教科用図書について投票を行い、多数を得た教科用図書を選定す

る。 

４ 前項の場合において、投票を行うべき２種類の教科用図書及び選定する教科用図

書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議の経過を勘案し、会長がこれを決す

る。 

（選定した教科用図書の通知） 

第１３条 前条の規定により教科用図書を選定したときは、会長は、遅滞なく採択

地区内の教育委員会に対して、選定した教科用図書の種類及び当該教科用図書を

選定した理由を通知するものとする。 

 （議事録及び協議会資料の公表） 

第１４条 協議会の議事録及び資料については、遅滞なく公表する。 

 （予算） 

第１５条 協議会に要する経費は、採択地区内教育委員会の負担とする。 

（雑則） 

第１６条 要綱の改定、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月２１日から施行する。 

 



協議２ 
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第１０採択地区教科用図書採択協議会正副会長の選出 

 

第１０採択地区教科用図書採択協議会要綱第 6 条に基づく正副会長

の選出 

 
 

会 長（              ） 

 

副会長（              ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



協議３ 
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第１０採択地区教科用図書採択協議会の公開・非公開（案） 
 

■ 第１回 採択協議会 
 １ 開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
  
２ あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

 
 ３ 採択協議会委員名簿について・・・・・・・・・・・・・公開 
  
４ 議事 

 （１）採択協議会要綱について・・・・・・・・・・・・・・公開 
 （２）正副会長の選出について・・・・・・・・・・・・・・公開 
 （３）採択協議会の公開・非公開について・・・・・・・・・公開 
（４）専門員・事務担当者の委嘱について・・・・・・・・・公開 

 （５）予算について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
 （６）日程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
 （７）教科用図書の選定について・・・・・・・・・・・・・公開 
 （８）学校における研究結果の聴取について・・・・・・・・公開 
 （９）保護者等の意見・感想等の聴取・・・・・・・・・・・公開 
 
 ５ 諸連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

 
６ 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

 
■ 第２回 採択協議会 
 １ 開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
  
２ あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

  
３ 議事 

 （１）専門員代表者の研究結果の報告・・・・・・・・・・・公開 
 （２）質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
  
４ 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

 
■ 第３回 採択協議会 
 １ 開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
  
２ あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 

 
 ３ 議事 
（１）専門員代表者への質疑応答・・・・・・・・・・・・・公開 
（２）選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
（３）選定結果の発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 
 
４ 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公開 



協議４ 
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第１０採択地区専門員・事務担当者（案） 

 

道徳 ７名 
 市町名 職 名 氏  名 

専門員長  校 長  

専門員  教 諭  

専門員  教 諭  

専門員  教 諭  

専門員  教 諭  

専門員  教 諭  

専門員  教 諭  

事務担当者  指導主事  

 
 



協議５   
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平成２９年度第１０採択地区教科用図書採択協議会予算（案） 

    
【収入の部】   

項  目 名  称 金  額 内 訳 等 

負担金 各市町負担金 70,000 10,000 円×7市町 

雑入 預金利子等 6 貯金利息  

繰越金 前年度繰越金 63,032   

  収入合計 133,038   

    
【支出の部】 

  
項  目 名  称 金  額 内 訳 等 

会議費 
会場借上げ料 35,000 

採択協議会     10,000円×3回 

事務担当者会議  5,000円×1回 

会場費 40,000 専門員会会場費等10,000円×4回 

需用費 消耗品費 20,000 上質紙、普通紙、USB ﾒﾓﾘｰ等 

備品購入費 備品購入費 30,000 卓上ネームプレート 

予備費 予備費 8,038   

  支出合計 133,038   

 

収入金額１３３，０３８円－支出金額１３３，０３８＝０円 
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協議６   

今後の教科用図書採択に関わる日程（案） 

実 施 日 内  容 備 考 

４月２１日（金） 
第１回採択協議会 

（採択協議会要項等の決定） 
ふじみ野市ゆめぽると 

５月中旬 
教科書採択地区専門員委嘱 

第１回専門員会(合同) 
 

６月 
第２回、第３回専門員会 

※５月下旬に県の研究資料配布予定 
 

※教科書展示会 ６月１７日から７月上旬にかけて１４日間開催 

坂戸市教育センター・三芳町役場 

７月上旬 
・事務担当者会議 

・第４回専門員会(合同)  
 

７月上旬 

・学校における研究結果報告 

・代表者は研究報告書を事務局に提出 

・教科書展示会アンケート集計 

(各市町教育委員会から

事務局へ) 

 
専門員代表者会議 

※調査研究の最終稿確認等 
 

７月 第２週目 第２回採択協議会（専門員調査報告） ふじみ野市内施設 

７月 第４週目 第３回採択協議会（選定） ふじみ野市内施設 

７月２０日頃～ 

８月上旬 

各市町教育委員会議（議決） 

定例会がない場合は臨時教育委員会議 
 

８月上旬 教育委員会から議決内容の報告 事務局に提出 

事務局より通知 各教育委員会から各管内小学校に通知  

８月中旬 教科書需要票・一覧表提出 学校→教委 

 教科書需要票・一覧表受領会  

８月下旬 
県教育委員会へ教科書需要票・一覧表

提出 
 

９月初旬 
事務担当者会議 

・会計報告、事務引継 

ふじみ野市又は 

鶴ヶ島市 
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協議７    

教科用図書の選定の方法（案） 
 
（教科書選定用紙） 
学校種：小学校   種目：道徳 
 選定 教科用図書名(例) 発行会社名 
１  新しい道徳 Ａ社 
２  小学校道徳 Ｂ社 
３  小学生の道徳 Ｃ社 
４  道徳 Ｄ社 
５  小学道徳 Ｅ社 
６    

※「選定」欄に、○を付ける。 
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協議８    

学校における研究結果の聴取（案） 
 
（学校における研究結果の報告用紙） 
 教科用図書名(例) 発行会社名 研究結果 

１ 新しい道徳 Ａ社  
 

２ 楽しい道徳 Ｂ社  
 

３ みんなの道徳 Ｃ社  
 

４ 道徳 Ｄ社  
 

５ 小学道徳 Ｅ社  
 

６    
 

※県より示される調査研究の観点等に基づき研究、報告する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協議９   
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保護者等の意見・感想等の聴取（案） 

 
 

＜平成２９年度教科書アンケート＞        
 

道徳の教科書について、御意見・御感想等を御記入ください。 

 

御記入いただいている方の
居住地（市町村名） 

 
 
 

意
 
見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
感 
 
想 
 
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


